
 

 

05 総 資料 6 

組込みシステム開発技術研究会 規約 

 

 

第１章 総 則 

（名称） 

第１条 本会は、組込みシステム開発技術研究会と称する。 

 

（目的） 

第２条 本会は、機器組込み制御システム（以下、組込みシステムという）の開発技術に関する研

究会活動を通じて、会員の技術向上をはかり、ひいては機械・情報・電子産業の発展に資

することを目的とする。 

 

（事業） 

第３条 本研究会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

  （１）組込みシステム技術者のコミュニティ作りとその運営 

  （２）組込みシステム基盤技術の共同研究・開発 

  （３）組込みシステムに関するセミナーの企画・開催 

  （４）その他本会の目的を達成するために必要な事業 

 

（所在） 

第４条 本会は、事務所を名古屋市千種区に置く。 

 

 

第２章 会 員 

（構成） 

第５条 本会は、会員、事務局をもって構成する。 

  ２ 会員は、特別会員、企業会員、個人会員、学生会員、賛助会員からなる。 

    特別会員は、大学研究者およびそれに準じる者とする。 

    企業会員は、企業として入会した会員をいう。 

    個人会員は、個人として入会した会員をいう。 

    学生会員は、学生およびそれに準じる者とする。 

    賛助会員は、公益的な組織で本会の活動に賛同し入会した会員をいう。 

  ３ 本会は、事務局を(株)サイエンス・クリエイトに委嘱する。 

 

（入会） 

第６条 入会は、別に定める組込みシステム開発技術研究会の入会申込書により事務局に申し込み、

役員会の承認を経て認められるものとする。 
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（会費） 

第７条 会員は、会費を納めなければならない。 

  ２ 特別会員の年会費は、無料とする。 

    企業会員の年会費は、１企業につき５万円とする。 

    個人会員の年会費は、１人につき５千円とする。 

    学生会員の年会費は、無料とする。 

    賛助会員の年会費は特に定めない。 

  ３ 事業年度の後半に入会した場合には、初年度の年会費を半額とする。 

 

（退会） 

第８条 会員は、次の事由により退会する。 

（１） 退会の届け出 

（２） 企業会員または個人会員にあっては、会費を滞納した場合 

（３） 前各号に掲げるほか会員たる資格を喪失した場合 

 

（除名） 

第９条 会員が研究会の規約に反する行為ないしは研究会に不利益な行為を行った場合、役員会に

おいて３分の２以上の同意をもって除名とすることができる。 

 

 

第３章 役 員 

（役員） 

第１０条 本会の役員は、会長１名、副会長若干名、幹事若干名、監事１名、事務局長１名とする。 

   ２ 会長、副会長、幹事、監事は、会員のなかから総会においてこれを選任する。 

   ３ 会長は、本会を代表し、総会、役員会を召集し、その議長となり、会務を総理する。 

   ４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代理する。 

   ５ 監事は、民法第５９条に準じて監査する。 

   ６ 事務局長は役員会において選任し、本会の事務局を運営する。 

   ７ 役員の任期は１年とし、再任を妨げない。 

 

 

第４章 会 議 

（会議の種類） 

第１１条 本会の会議は、総会及び役員会とする。 

 

（総会） 

第１２条 総会は、特別会員、企業会員、個人会員、学生会員、賛助会員で構成する。 

   ２ 総会は、定期総会及び臨時総会とする。 

   ３ 定期総会は、毎年１回開くものとする。 

   ４ 臨時総会は、役員会において必要と認めたとき、もしくは会員の３分の１以上の求めに
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より開くものとする。 

   ５ 総会においては、この規約に別に規定するもののほか次の事項を決議する。 

    （１）役員会において総会に付議する必要があると認めた事項 

 

（役員会） 

第１３条 役員会は役員をもって構成する。 

   ２ 役員会は、この規約に別に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を決議す

る。 

 

第５章 資産及び会計 

（資産） 

第１４条 本会の資産は、次に掲げるものとする。 

    （１）会費 

    （２）事業収入 

    （３）補助金、助成金 

    （４）ソフトウェア、機械装置、器具、備品等 

    （５）その他役員会が認めたもの 

 

（資産管理） 

第１５条 本会の資産は、会長が役員会の定める方法にしたがってこれを管理する。 

 

（経費の支弁） 

第１６条 本会の経費は、資産をもって支弁する。 

 

（事業計画及び収支計画） 

第１７条 本会の事業計画書及び収支計画書は、会長が作成し、役員会の議決を経て、総会に報告

しなければならない。 

 

（事業報告及び収支決算） 

第１８条 本会の事業報告書及び収支決算書は、会長が作成し、監事の監査を経て、役員会の議決

を経て、総会に報告しなければならない。 

 

（事業年度） 

第１９条 本会の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年の３月３１日に終わる。 

 

 

第６章 事務局 

（事務局） 

第２０条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。 

   ２ 事務局の事務処理の方法は、会長が別に定める。 
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第７章 開発の原則 

（基盤技術の共同開発） 

第２１条 第３条（２）の組込みシステム基盤技術の共同研究・開発は、会員が共通して使用でき

る基盤技術の開発を目指すものとすることを原則とする。 

   ２ 組込みシステム基盤技術の共同研究・開発の詳細については、別に役員会において定め

る。 

 

 

第８章 工業所有権及び著作権 

（権利の所在の審議） 

第２２条 本会の活動の関連における工業所有権及び著作権の所在については、役員会の審議をも

って定める。 

 

（単独会員による発明・開発・著作） 

第２３条 会員が単独で発明・開発・著作したと認められる場合については、当該会員の方針によ

る。 

 

（複数会員による共同発明・開発・著作） 

第２４条 複数の会員間の共同発明・開発・著作と認められる場合については、当該会員間の共有

とする。 

   ２ 前項の場合の権利・義務の配分は、その都度当該会員間で協議する。 

 

（実施権の許諾） 

第２５条 本会の活動の関連における工業所有権の実施権については、会員相互間で許諾し合うこ

とを原則とする。 

   ２ 前項の許諾に伴う条件等については、その都度協議する。 

 

（著作権の扱い） 

第２６条 著作権についても、第２５条に準じて扱うものとする。 

 

 

第９章 規約の変更と解散 

（規約の変更） 

第２７条 本規約の変更は、役員会において３分の２以上の同意をもって発議し、総会において出

席した会員の２分の１以上の同意を得なければならない。 

 

（会の解散） 

第２８条 本会は総会において出席した会員の２分の１以上の同意を得て解散できる。 
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   ２ 解散するとき存する残余資産の処分については役員会で定める。 

 

 

第１０章 雑 則 

（定めの無い事項） 

第２９条 この規約に定めの無い事項は、役員会において別に定める。 

 

 

（付  則） 

１ この規約は１９９９年５月２５日をもって発効する。 

２ この改定規約は２００３年５月６日から施行する。 

３ この改定規約は２００５年５月１６日から施行する。 

 

 


